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           鹿児島市宿泊税周知広報業務委託仕様書（案） 

 

１ 業務の概要 

宿泊税の円滑な導入に向け、宿泊者や宿泊事業者等に対し、制度内容について広く周知広

報を図る。 

 

２ 業務の内容 

(1) 広報物の制作 

宿泊税の概要や使途、支払い方法など宿泊者に伝えるべき情報について、次の広報物を

統一感のあるデザインで制作する。なお、日本語、英語、中国語（繁体字、簡体字）、韓

国語など多言語に対応するものとする。 

① ポスター 

成果品：Ｂ２判 縦 ３，７００部 

Ｂ３判 縦 １００部 

紙質：指定なし  ※ 企画提案を基に鹿児島市と受注者で協議の上決定 

印刷：片面４色カラー 

   ② チラシ 

成果品：Ａ４判 縦 １１，０００部 

紙質：コート紙９０ｋｇ 

印刷：両面４色カラー 

  ③ リーフレット 

    成果品：Ａ４判（巻き三つ折り） 縦 １１，０００部 

紙質：コート紙１１０ｋｇ 

印刷：両面４色カラー 

  ④ 卓上三角ポップ 

   成果品：Ａ４判（差込型又は両面テープ加工） ３，７００部 

紙質：指定なし  ※ 企画提案を基に鹿児島市と受注者で協議の上決定 

印刷：片面４色カラー 

    ※組み立て前の状態で納品すること 

 ⑤ ホームページ用バナーの作成（デザイン・データ作成） 

宿泊施設のホームページやＯＴＡのサイト等において、市ホームページの宿泊税説明

ページへの入口として使用するもの 

    デザイン : １種類以上（スマートフォンサイト等に対応できるよう考慮すること） 

 

 ※①～⑤において、校正：文字校正、色校正各２回（予定）とする。 
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(2) 周知広報 

 ２ (1) の広報物（紙媒体・電子データ）を用いて、国内外からの宿泊者に対し、以下の

方法で周知広報を行うこと。 

① 主要な空港（福岡空港、鹿児島空港）や鉄道駅（博多駅、熊本駅、鹿児島中央駅）、

鹿児島市電への掲示（デジタルサイネージを含む）の他、ＯＴＡのサイトへ掲載する。

なお、周知期間は、それぞれ１か月以上とし、掲示、撤去等に要する費用は委託料に含

むものとする。 

※周知開始は、法定外目的税（宿泊税）新設に係る総務大臣協議の同意後（早くて令和

８年９月頃（未確定）を想定）となることから、具体的な開始時期については鹿児島

市と協議の上、決定する。 

※具体的な周知方法及び期間は、受注者からの提案を踏まえ、鹿児島市と受注者で協議

の上、決定する。 

  ② 鹿児島市が指定する宿泊施設（約３００か所）に、指定部数を送付する。なお、送料

は委託料に含むものとする。 

(3) 独自提案 

その他、効果的な周知広報につながる取組があれば提案すること。なお、その他の取組

に要する費用は委託料に含むものとする。 

 

３ 履行期間 

契約締結の日から令和９年３月３１日（水）まで 

 

４ 成果品 

(1) 成果品の内容 

  成果品は次のとおりとする。 

① 制作した広報物の版下（電子データ） 

 電子データの形式については、事前に鹿児島市と協議の上、承認を得ること。 

② 広報物（残数） 

③ 業務完了報告書 

(2) 成果品の提出 

   受注者は業務が完了した時は速やかに所定の成果品を鹿児島市へ提出し、検査を受けな

ければならない。また、受注者は、中間段階における成果品を求められたときは、速やか

に鹿児島市へ提出しなければならない。 

(3) 成果品の訂正 
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   受注者は、提出した成果品の誤り又は訂正事項があった場合は、業務完了後であっても

鹿児島市と協議の上、受注者の負担において速やかに訂正し、鹿児島市へ再提出しなけれ

ばならない。 

(4) 成果品の帰属 

   成果品は、全て鹿児島市の所有とし、鹿児島市の承諾を得ずに公表、貸与、使用しては

ならない。 

 

５ 調査・報告 

鹿児島市は、必要があると認めるときは、受注者に対して本業務の処理状況について調査

し、又は報告を求めることができる。この場合において、受注者は、これに従わなければな

らない。 

 

６ 留意事項 

(1) 受注者は、本業務により知り得た情報等を本業務においてのみ使用することとし、これ

らを他の目的に使用し、又は他の者に漏洩してはならない。本業務の契約が終了し、又は

解除された後においても同様とする。 

(2) 契約後速やかに本業務のスケジュール表を提出すること。 

(3) 法定外目的税（宿泊税）新設に係る総務大臣協議の同意後に行うものもあることから、

鹿児島市と協議の上行うこと。また、必要な変更については必ず応じること。総務大臣同

意の時期：早くて９月頃（未確定）を想定。 

＜イメージ＞ 

総務大臣同意前：２ (1) における版下データの確定前まで 

総務大臣同意後：２ (1) の完成、２ (2) の実施 

(4) 委託料は、当該業務の履行に必要な全ての経費を含むこと。 

(5) 業務履行にあたり、疑義が生じた場合には、鹿児島市と協議しその指示に従うこと。 

(5) 事故発生の場合は、その都度、事故報告書を提出すること。 


